
 

 

（令和５年度当初予算） 

特定水産物供給平準化事業  
                                   

                                 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水揚げ量の季節変動等の影響を受ける水産物を買取・保管し、水産加工業者等の必要な

時期に提供する取組を支援します。 
 

【 お問い合わせ先 】 

水産物安定供給推進機構 

URL：http://www.fishfund.or.jp/jigyou3.html 

電話：０３－３２５４－７０４４ 

水産庁漁政部加工流通課調整班 

                       電話:０３－６７４４－２３５０ 

対象となる方 
加工原材料を調達したい水産加工業者等 
 

支援内容 
特定水産物供給平準化事業（補助率：定額、１／２） 

水産加工業者等への国産水産加工原材料の安定供給に資するため、漁業者等

から買い取った水産物等を保管し、水産加工業者等に対して必要な時期に販売（調

整保管）する漁業者団体等の取組に必要な、買取代金等を資金調達した際に要す

る金利や保管に要する経費等について支援します。 
 
 

■ 事業の流れ 
 
 
 
 

全国漁業協同組合連合会  

      ②要望書に基づき                 全国水産加工業協同組合連合会 

       必要な時期に                  北海道漁業協同組合連合会 

           売買                   日本遠洋旋網漁業協同組合 

          s                           山陰旋網漁業協同組合 

                                              日本かつお・まぐろ漁業協同組合 など 
                                   
 
 
 
 
ご利用方法 

・事業を活用する場合は、漁業者団体等 に対して「調整保管要望書」をご提出くださ

い。 

・「調整保管要望書」の様式や事業の詳しい内容等については、下記事業実施主体の

ホームページをご覧ください。また、内容等についてわからないこと等がある場合は、下記

にお問い合わせください。 

 

水産加工業者等 事業実施者（漁業者団体等） 

③金利、保管料 

等を補助 

『水産加工原材料を安定的に調達したい』 
 
 

水産物安定供給推進機構 

 

①調整保管要望書を提出 

 


